
認
可
外
保
育
施
設
に
係
る
市
町
村
へ
の
権
限
移
譲
に
つ
い
て

○
認
可
外
保
育
施
設
の
設
置
届
出
の
受
理
等
の
事
務
を
一
律
に
市
町
村
に
権
限
移
譲
す
る
こ
と
は
、
市
町
村
の
事
務
に
大
き
く

影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
来
年
度
施
行
予
定
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
の
施
行
準
備
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能

性
も
あ
り
、
適
当
で
は
な
い
。

○
地

方
自

治
法

（
平

成
26

年
法

律
第
83

号
）
第
25
2条

の
17

の
2の

規
定
に
基
づ
く
事
務
処
理
特
例
制
度
を
活
用
し
て
、
当
該
事
務

を
市
町
村
の
事
務
と
す
る
こ
と
は
、
現
行
制
度
に
お
い
て
可
能
で
あ
る
。

・
認
可
外
保
育
施
設
の
設
置
届
出
の
受
理
、
立
入
検
査
、
報
告
徴
収
、
改
善
勧
告
等
は
、
市
町
村
に
移
譲
す
る
こ
と
。

基
本

的
な
考

え
方

提
案

概
要

通番４８：認可外保育施設に係る市町村への権限移譲（厚生労働省）
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保
育
所
型
認
定
こ
ど
も
園
に
係
る
認
定
の
有
効

期
間
の
廃
止
に
つ
い
て

○
保
育
所
型
認
定
こ
ど
も
園
に
つ
い
て
は
、
地
域
に
お
け
る
保
育
需
要
が
将
来
的
に
増
加
し
た
場
合
、
「
保
育
に
欠
け
な
い
子
ど

も
」
を
受
け
入
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
「
保
育
に
欠
け
る
子
ど
も
」
の
利
用
が
制
限
さ
れ
、
市
町
村
に
よ
る
保
育
の
実
施
義
務
の
履
行

が
妨
げ
ら
れ
る
お
そ
れ
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
認
定
に
つ
い
て
は
、
５
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
有
効
期
間
を
定
め
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

○
な
お
、
認
定
こ
ど
も
園
法
第
５
条
第
３
項
に
お
い
て
、
都
道
府
県
知
事
は
、
保
育
の
需
要
の
状
況
に
照
ら
し
、
保
育
所
型
認
定
こ

ど
も
園
に
お
い
て
保
育
を
必
要
と
し
な
い
満
３
歳
以
上
の
子
ど
も
に
対
す
る
保
育
を
引
き
続
き
行
う
こ
と
に
よ
り
、
保
育
を
必
要
と
す

る
子
ど
も
の
保
育
に
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
い
て
、
認
定
の
有
効
期
間
を
更
新
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

・
保
育
所
型
認
定
こ
ど
も
園
の
み
規
定
さ
れ
て
い
る
認
定
の
有
効
期
間
を
廃
止
す
る
こ
と
。

基
本

的
な
考

え
方

提
案

概
要

通番８：保育所型認定こども園に係る認定の有効期間の廃止（厚生労働省）
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保
育

所
に

配
置

す
る

職
員

数
や

居
室

面
積

【
総

論
】

○
国

と
し

て
は

、
子

ど
も

の
健

康
や

安
全

、
発

達
に

直
接

影
響

す
る

事
項

に
つ

い
て

は
、

国
が

最
低

限
の

基
準

を
定

め
る

必
要

が

あ
る

と
考

え
て

お
り

、
保

育
所

に
配

置
す

る
職

員
や

居
室

面
積

の
基

準
に

つ
い

て
は

「
従

う
べ

き
基

準
」
と

し
て

い
る

。

○
義

務
づ

け
・
枠

付
け

に
つ

い
て

は
、

既
に

議
論

が
行

わ
れ

、
配

置
す

る
職

員
の

員
数

に
関

す
る

基
準

や
居

室
の

面
積

に
関

す
る

基
準

等
に

つ
い

て
は

、
「
従

う
べ

き
基

準
」
と

す
る

と
い

う
結

論
が

出
て

お
り

（
「
地

方
分

権
改

革
推

進
計

画
」
（
平

成
21

年
12

月
15

日

閣
議

決
定

）
）
、

そ
の

後
の

特
段

の
事

情
変

更
は

認
め

ら
れ

な
い

と
考

え
て

い
る

。

（
※

）
例

え
ば

、
屋

外
遊

戯
場

の
設

置
、

耐
火

上
の

基
準

に
つ

い
て

は
「

参
酌

す
べ

き
基

準
」

と
し

て
い

る
。

※
地
方
分

権
改

革
推
進

計
画

（
平
成

2
1
年

1
2
月

1
5
日
閣

議
決
定

）
（

抄
）

「
児
童
福

祉
施

設
の
設

備
及

び
運
営

に
関

す
る

基
準

（
4
5
 
条

２
項

）
を

、
条

例
（

制
定

主
体

は
都

道
府

県
、

指
定
都

市
、

中
核
市

（
た

だ
し
、

助
産

施
設
、

母
子

生
活
支

援
施
設
及

び
保

育
所
に

限
る

。
）
及

び
児

童
相

談
所

設
置

市
）

に
委

任
す

る
。

条
例
制
定

の
基

準
に
つ

い
て

は
、
医

師
等

の
職

員
の

資
格

に
関

す
る

基
準

に
係

る
規

定
、

配
置

す
る

職
員

の
員
数
に

関
す

る
基
準

に
係

る
規
定

、
居

室
の
面

積
に

関
す
る

基
準

に
係
る

規
定

並
び
に

施
設

の
利
用

者
及

び
そ
の

家
族

に
対

す
る

人
権

侵
害

の
防

止
等

に
係

る
規

定
は

、
「

従
う
べ

き
基

準
」
と

し
、

施
設
の

利
用

者
の
数

に
関

す
る
基

準
に

係
る
規

定
は

、
「
標

準
」

と
し
、

そ
の

他
の
設

備
及

び
運

営
に

関
す

る
基

準
に

係
る

規
定

は
、

「
参

酌
す

べ
き
基

準
」

と
す
る

。
た

だ
し
、

保
育

所
に
あ

っ
て

は
、
東

京
等

の
一
部

の
区

域
に
限

り
、

待
機
児

童
解

消
ま
で

の
一

時
的

措
置

と
し

て
、

居
室

の
面

積
に

関
す

る
基

準
に

係
る
規

定
は

、
「
標

準
」

と
す
る

。

・
保

育
所

保
育

士
定

数
へ

の
准

看
護

師
算

入
を

可
能

と
す

る
規

制
緩

和
（
詳

細
な

考
え

方
は
P４

参
照

。
）

・
保

育
所

（
認

定
こ

ど
も

園
を

含
む

。
）
に

お
け

る
給

食
の

外
部

搬
入

の
拡

大
（
詳

細
な

考
え

方
は
P５

参
照

。
）

・
保

育
所

に
配

置
す

る
職

員
数

や
居

室
面

積
に

係
る

義
務

づ
け

・
枠

付
け

の
見

直
し

基
本

的
な

考
え

方

提
案

概
要

0

通番４７：保育所等の児童福祉施設に係る「従うべき基準」の見直し（厚生労働省）
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○
地

方
分

権
改

革
推

進
委

員
会

の
勧

告
内

容
（
平

成
21

年
10

月
7日

）
保

育
所

の
基

準
に

つ
い

て
、

廃
止

又
は

条
例

委
任

す
る

。

地
方

分
権

改
革

（
保

育
所

関
係

）
に

つ
い

て

→
地

域
主

権
改

革
推

進
整

備
法

案
（
平

成
2
2
年

3
月

5
日

閣
議

決
定

）
を

、
第

１
７

４
回

通
常

国
会

に
提

出
。

→
衆

議
院

で
継

続
審

議
⇒

 第
１

７
７

回
通

常
国

会
で

成
立

（
平

成
２

３
年

５
月

２
日

公
布

）
。

○
地

方
分

権
改

革
推

進
計

画
の

内
容

（
平

成
2
1
年

1
2
月

1
5
日

閣
議

決
定

）

保
育

所
の

最
低

基
準

は
条

例
で

都
道

府
県

、
指

定
都

市
、

中
核

市
が

定
め

る
。

そ
の

際
、

１
．

○
保

育
士

の
配

置
基

準
○

居
室

の
面

積
基

準
（
乳

児
室
1
.
6
5
㎡

、
ほ

ふ
く
室
3
.
3
㎡

、
2
歳

以
上

の
保

育
室
1
.
9
8
㎡

）

○
保

育
の

内
容

（
保

育
指

針
）
、

調
理

室
（
自

園
調

理
）

な
ど

に
つ

い
て

は
、

国
の

基
準

と
同

じ
内

容
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

２
．

○
屋

外
遊

戯
場

の
設

置
○

必
要

な
用

具
の

備
え

付
け

○
耐

火
上

の
基

準

○
保

育
時

間
○

保
護

者
と

の
密

接
な

連
絡

な
ど

に
つ

い
て

は
、

国
の

基
準

を
参

考
に

す
れ

ば
よ

い
。

３
．

た
だ

し
、

居
室

の
面

積
基

準
に

つ
い

て
は

、
大

都
市

部
の

一
部

の
地

域
に

限
り

、
待

機
児

童
解

消
ま

で
の

一
時

的
な

措
置

と
し

て
、

国
の

基
準

を
「
標

準
」
と

し
て

、
合

理
的

な
理

由
が

あ
る

範
囲

内
で

、
国

の
基

準
と

異
な

る
内

容
を

定
め

る
こ

と
が

で
き

る
。

○
地

域
主

権
戦

略
大

綱
の

内
容

（
平

成
2
2
年

６
月

2
2
日

閣
議

決
定

）
特

定
都

道
府

県
及

び
特

定
市

町
村

の
策

定
す

る
保

育
計

画
の

公
表

に
つ

い
て

、
現

行
制

度
で

年
１

回
以

上
の

公
表

が
義

務
づ

け
ら

れ
て

い
た

も
の

を
、

努
力

義
務

化
す

る
。

→
地

域
の

自
主

性
及

び
自

立
性

を
高

め
る

た
め

の
改

革
の

推
進

を
図

る
た

め
の

関
係

法
律

の
整

備
に

関
す

る
法

律
案

（
平

成
2
3
年

３
月

１
１

日
閣

議
決

定
）
を

、
第

１
７

７
回

通
常

国
会

に
提

出
、

成
立

（
平

成
２

３
年

８
月

３
０

日
公

布
）
。

○
義

務
付

け
・
枠

付
け

の
見

直
し

（
平

成
2
3
年

1
1
月

2
9
日

閣
議

決
定

）
保

育
所

の
情

報
提

供
は

、
官

報
や

地
方

自
治

体
の

公
報

へ
の

掲
載

、
新

聞
紙

へ
の

掲
載

、
掲

示
場

に
お

け
る

掲
示

、
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

の
利

用
、

刊
行

物
の

発
行

等
の

い
か

な
る

方
法

に
よ

っ
て

も
法

的
義

務
が

充
足

さ
れ

る
。

（
児

童
福

祉
法

第
24

条
５

項
）

※
法

改
正

事
項

で
は

な
い
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